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 ８番 大道寺   信 議員 

 ９番 蒲 生 光 男 議員 

 10番 町 田 義 昭 議員 

 以上、３名の方にお願いをいたします。 

 

 

 日程第２ 会期の決定 

 

 

○小関勝助議長 次に、日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 ここで、今定例会の会期及び会議日程等につ

いて、議会運営委員会の報告を求めます。 

 渋谷佐輔議会運営委員長。 

  （渋谷佐輔議会運営委員長登壇） 

○渋谷佐輔議会運営委員長 議会運営委員会を代

表いたしまして、去る２月25日の委員会におい

て決定した今定例会の会期及び会議日程等につ

いてご報告いたします。 

 会期につきましては、お手元に配付しており

ます平成27年第２回市議会定例会会議日程表の

とおり、本日２月27日から３月24日までの26日

間といたします。 

 市政一般に関する質問につきましては、議事

日程第２号、第３号のとおり、３月４日、５日

の２日間とし、このたびの質問者は９名の予定

ですので、第１日目５名、第２日目４名といた

します。 

 なお、議事日程第２号の３月４日は、初めに

平成26年度各会計補正予算案を議決いただき、

その後に一般質問を行うことといたします。 

 議事日程第４号につきましては、冒頭、議長

から委員会付託を省略し、全員による審議を諮

っていただき、決定後、市長から提案説明を受

け、質疑、討論、採決を行います。 

 また、一般質問発言通告は、質問内容、答弁

者を具体的に記載の上、本日、執務時間内に提

出をお願いいたします。平成26年度各会計補正

予算案の討論発言通告の締め切りも本日といた

します。 

 各常任委員会、特別委員会の日程につきまし

ては、日程表のとおりであります。 

 新年度予算に対する総括質疑発言通告の締め

切りは３月10日、討論発言通告の締め切りは３

月19日といたします。 

 なお、最終日３月24日、本会議前に議会運営

委員会を開催させていただきます。 

 以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、報告といたします。 

○小関勝助議長 お諮りいたします。今定例会の

会期は、ただいま議会運営委員長から報告があ

りましたとおり、本日、２月27日から３月24日

までの26日間と決定し、会議日程につきまして

は、お手元に配付してあります平成27年第２回

市議会定例会会議日程表のとおり決するに、ご

異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第３ 施政方針に関する説明 

 

 

○小関勝助議長 それでは、日程第３、施政方針

に関する説明であります。 

 説明を受けることといたします。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 平成27年長井市議会３月定例会の開会に当た

りまして、議案の説明に先立ち、施政方針を申

し上げ、市議会議員各位並びに市民の皆様のご

理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 初めに、私は、昨年11月16日執行の長井市長
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選挙におきまして、多くの市民の皆様からのご

支援をいただき、引き続き市長の重責を担わせ

ていただくことになりました。 

 行財政改革が進展し、行政の仕組みそのもの

が変革しつつある今、三たび市政のかじとり役

として負託をいただきましたことに、改めて職

責の重大さを痛感するとともに、未来に向けて

長井市が発展していく姿に思いを馳せていると

ころであります。 

 これからの４年間、私は、財政再建の道筋を

つけた経験をもとに、「みんなで創るしあわせ

に暮らせるまち長井」のスローガンのもと、市

民が主役の行政方針に沿った新しい長井創生に

勇往邁進し、市民起点の協働のまちづくり「市

民全員野球」に決意を新たにして取り組んでま

いる所存でございます。 

 昨年は、市制施行60周年の節目を迎え、官民

から成る記念事業推進協議会を組織し、市民総

参加による多彩なイベントを開催することがで

きました。 

 特に長井市を中心とした西置賜地域の若手経

営者が発起人となり、８月10日に開催されまし

た大相撲地方巡業・長井黒獅子場所には2,600

人の皆様においでいただき、50年ぶりに催され

た長井駅前通りでの市民パレード、そして角野

栄子さんの記念事業でも多くの市民の皆様にお

越しいただきました。 

 また、11月３日の記念式典には約700名の皆

様にご参加いただきました。そのほかにも、山

形デスティネーションキャンペーン、フラワー

長井線長井駅開通100周年記念事業等、長井市

の魅力を市内外にＰＲし、大きな飛躍の年、節

目の年になったと考えております。 

 一方、昨年７月には、２年続けて局地的な集

中豪雨に見舞われ、24時間雨量が観測史上最高

の195.5ミリに達する異常さで、河川の氾濫や

土砂災害、道路損壊が続出し、建物の床上・床

下浸水は83棟となり、住民が避難を余儀なくさ

れたり、市民生活に多大な影響が及びました。 

 土木、農林、水道関係の直接的な被害総額は

４億2,460万円にまで及びました。地震、風水

害、雪害、火災等のさまざまな災害から住民の

生命と財産を守り、被害を最小限に抑える、す

なわち減災のためには、私たち一人一人がふだ

んから災害に備え、できることを積み重ねてお

くことが大切と考えております。 

 有識者でつくる民間団体で増田寛也元総務相

が座長を務める日本創成会議が昨年５月に、全

国の半数の市町村が30年間で消滅する可能性が

あるとの試算を発表し、これをきっかけに人口

減少問題がクローズアップされました。20から

30歳代の女性が半数以下に減ると推計したもの

で、県内では80％に当たる28市町村が消滅可能

性のある自治体に上げられました。 

 本市は辛うじて該当しなかったものの、人口

は1995年ころから少子高齢化や雇用環境の悪化

等の影響により減少傾向にあり、昨年12月末で

２万8,271人、国立社会保障・人口問題研究所

の推計では2025年に２万5,000人を下回るとさ

れております。 

 県内の進学校の卒業生の県内Ｕターン率が25

から30％であること、県外の大学等に進学した

若者の７割以上が他県に流出している状況、さ

らには超高齢社会を迎える東京圏において、医

療・介護分野での人材不足が生じることを考え

れば、今後も地方から大都市への人口流出が続

くものと懸念され、人口問題への対応は地域経

済活性化と同様に喫緊の最重要課題と考えてお

ります。 

 国においては、東京一極集中を是正し、若い

世代が結婚、出産及び子育てしやすい環境を整

え、地域の特性を生かして地域課題を解決する

という基本的な視点から、日本の人口の現状と

将来の姿を示し、今後目指すべき将来の方向を

提示する長期ビジョン及びこれを実現するため

の総合戦略をまとめ、地方創生を国家戦略とす
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る体制が確立されました。 

 地方の疲弊は、30年にわたる少子化、20年に

及ぶデフレがもたらしたものであり、地方創生

により容易に解決できるわけではありません。

地方の観光、農林水産業、大学等十分に利活用

しきれていない地域資源を、どのような形で地

域活性化の処方箋にするかが地方創生であり、

全国1,700余りの市町村には1,700余りの処方箋

があるように、みずから知恵を絞り、解決策を

生み出し、市民が納得できるまちづくりを実践

し、若者の働く場、雇用の創出につなげていく

のが創生の鍵と考えております。 

 市政運営については、依然として厳しい状況

ではありますが、このようなときだからこそ、

深謀遠慮に戦略を練り、迅速果断に取り組んで

まいりたいと考えております。 

 市政運営の基本的な考え方。 

 昨年12月14日の衆議院議員総選挙では、自公

連立政権である安倍内閣が信託を受け、引き続

き国政を担うことになりました。 

 安倍総理大臣は、経済の再生のため、社会保

障改革や地方創生等、いずれも戦後以来の大改

革と位置づけ、ことしはあらゆる改革を大きく

前進させる一年にしたいと2015年の政権運営の

基本方針で述べています。その最重要政策が地

方創生です。 

 私たち長井市は国に呼応して、長井創生の実

現に全力で取り組み、スピード感を持って進め、

このチャンスを生かしてまいります。平成27年

度は、長井市が大きな一歩を踏み出すためのさ

まざまなチャンスが到来する年と考えておりま

す。 

 １つ目のチャンスは、財政が健全化し、今後

の福祉、医療、子育て支援、スポーツ・文化等

を充実し、必要な公共事業や生活環境を整備す

る財政力が備わってきたということです。 

 ２つ目のチャンスは、国がまち・ひと・しご

と創生本部を設置し、地域再生に積極的に頑張

る地域を支援していくことが国の重要政策とな

ったことです。 

 そして、３つ目のチャンスは、県事業として

進めている本町の粡町成田線街路整備事業の進

展と、次に採択を目指す長井駅前通りの長井駅

海田線街路整備事業とあわせ、中心市街地の活

性化と新たな長井西置賜地域の中心地づくりを

図るための施策を実施する時期が近づいている

ということです。 

 ４つ目のチャンスは、平成27年度に中心市街

地活性化基本計画が国の認定を受ける見込みが

立ったことです。この計画により、中心市街地

の商店街や医療、福祉、不動産等に関係する民

間事業も国のさまざまな支援を受けることがで

きるようになります。 

 ５つ目のチャンスは、今後３年から５年の間

で東北中央自動車道や新潟山形南部連絡道路、

国道287号の高規格化等により置賜地域の高速

ネットワーク道路網が整備され、大幅な輸送コ

ストの削減と観光客の増大が見込まれるという

ことです。 

 ６つ目のチャンスは、昨年７月末に東京都大

田区蒲田に長井市東京事務所を開設したことで

す。約4,500社ある製造業のまちとの技術提携

や受注拡大、企業誘致が期待でき、ＪＡ山形お

きたま等の農業団体と連携して大田市場や東京

国際空港を経由した外国市場をもターゲットと

して、農畜産物、加工食品等の有利な販路拡大

を目指すことができます。さらには、首都圏か

ら長井への移住定住者を募る窓口に活用できる

と考えております。 

 ７つ目のチャンスは、長井市出身者を中心と

した、ふるさと長井しあわせ応援大使制度が確

立し、豊富な人脈により長井市の産業振興や情

報収集、全国への広報宣伝等が、より充実でき

る可能性が高まったことです。さらには、国の

経済産業省、内閣府への職員派遣により、国・

県の重要施策の情報をいち早く収集できる状況
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になったことです。 

 これまで述べました７つのチャンスを好機と

捉え、今後は、長井、そして西置賜地域の存亡

をかけた攻めの市政運営にチャレンジしなけれ

ばならないと考えております。 

 人口減少が進む中、観光等による交流人口の

拡大を地域の活力につなげようと、平成25年３

月に観光振興計画を策定しました。この計画は、

まちなかに交流人口をふやして、多様な産業の

ビジネスチャンスを生み出すことを目的にして

います。 

 まちの玄関として、観光客をまちなかに誘導

する役目を担うのが、仮称観光交流センターか

わと道の駅です。交通の利便性が高く、年間を

通じて観光客に訪れてもらい、市民との交流を

通して、にぎわいを生み出す観光交流拠点施設

として、産業振興による地域経済の活性化を図

ることを目指しております。 

 この仮称観光交流センターかわと道の駅のほ

か、都市再生整備事業により、市民の皆様には

大変な我慢をお願いしてまいりました消雪道路

等の社会資本整備も引き続き進めてまいります。 

 道路等だけでなく、築50年以上経過した市庁

舎を初め、市民文化会館、スポーツ関連施設、

図書館等、多くの公共施設が老朽化し、大規模

な改修工事や更新が必要となっています。 

 今後、財源や整備手法、そして、その優先順

位について市民の皆さんによる検討委員会を設

置し、議論していかなければならないと考えて

おります。 

 地方での生活を望む都市生活者や定年退職者

を中心に、健康的で安らぎのある生活を求めて

新たなふるさと回帰が始まっています。ふるさ

と暮らしの希望者と地方自治体を支援するＮＰ

Ｏ法人ふるさと回帰支援センターへの一年間の

来場者は、前年比約1.4倍に当たる１万人とな

っており、相談者は全ての世代で年々増加して

おります。個々人の人生観やライフスタイルが

多様化する中で、ふるさと回帰の傾向は今後も

続くものと考えております。 

 自治体財政の改善につなげようと、全国の自

治体がふるさと納税に積極的に取り組んでおり

ます。本市においても返礼品に工夫を凝らし、

クレジットカード決済等の導入により、今年度

末で１億2,000万円を超える寄附を見込んでお

り、昨年度と比べ大幅に増加となります。 

 寄附金が本市の課題解決に生かされ、子育て

支援や産業振興に寄与し、さらには働く場の創

出につながるように、その使い道については戦

略的かつ慎重に検討してまいります。 

 国の人口減少対策の５カ年計画まち・ひと・

しごと創生総合戦略では、地方がみずから考え、

責任を持って戦略を推進するため、地域の特性

を踏まえた地方人口ビジョンと地方版総合戦略

を策定するよう求めており、本市では、国にお

ける情報支援、人的支援、財政的支援を十分に

活用しながら、平成27年度に策定を予定してお

ります。 

 移住者数や新規就業者数等の数値目標を定め、

平成27年度から５年間で実施する雇用創出のた

めの産業振興策や出産・子育て支援といった具

体的施策を示し、活力ある地域社会の維持を目

指してまいります。 

 また、人口・世帯の実態を明らかにすること

を目的とした国勢調査が平成27年度に行われま

す。これらの諸調査に基づき人口ビジョンの推

計を検証してまいります。 

 未来を創る３つの重点戦略と10のチャレンジ。 

 今後10年間の市の将来設計と、そこに掲げる

将来像の実現に向け、長井市のまちづくりを第

５次総合計画に沿って、次の３つの重点戦略と

10のチャレンジにより優先順位をつけながら、

計画的に取り組んでまいります。 

 １、元気な人づくり戦略。 

 元気な人づくり戦略は、子供から高齢者まで、

市民誰もが健康で元気に暮らせるまちを目指す
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ものです。その実現のために、平成27年度、次

の４つのチャレンジにより、具体的な施策を進

めてまいります。 

 （１）温かい介護と福祉、医療の充実。 

 地域包括ケアシステムの構築により地域で高

齢者を支え、お年寄りや障がいのある人がいつ

までも幸せに暮らせる健康・長寿・介護・医療

の里「福祉のまち長井」を目指してまいります。 

 平成26年度において、長井市地域福祉計画及

び障がい者福祉計画の策定を進めております。

また、平成27年度から29年度までを計画期間と

する新たな長井市老人保健福祉計画、第６期介

護保険事業計画の策定も進めております。 

 長井市地域福祉計画は、地域における生活課

題の解決を図り、地域福祉をさらに推進するた

め、福祉サービスの充実、安全・安心な福祉の

まちづくり、協働による福祉のまちづくりの３

つの基本目標を掲げております。 

 また、障がい者福祉計画は、障がいの有無に

よって分け隔てられることのない社会の実現と

障がいのある人への支援体制の整備を図るため、

８つの基本目標を掲げております。 

 平成27年度には、介護保険制度の大きな改革

が予定されております。医療・介護一体改革に

向けた制度改革の第一歩として、医療から介護

へ、施設から在宅への方向をより一層進める改

革と言われています。 

 今後、地域密着型サービスの充実や地域包括

ケアシステムの構築を進めるとともに、利用者

のニーズに沿ったサービスの充実と利用者の負

担軽減策について検討してまいります。 

 また、団塊の世代が75歳以上となる平成37年

には、認知症の人が約700万人に達すると推計

され、2025年問題として、その対応は新たな国

家戦略となっております。実に65歳以上の５人

に１人の割合であり、多くの人にとって認知症

が無関係でない社会が到来します。 

 認知症になっても安心して暮らせる社会の実

現のため、本市では専門職等が自宅を訪問する

初期集中支援チームが、県内でのモデル事業と

して活動しています。 

 高齢者が重度な要介護状態となっても、住み

なれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後ま

で続けることができるように、住まい・医療・

介護・予防・生活支援を一体的に提供するため、

地域と連携した取り組みを目指してまいります。 

 家庭の健康は幸せの基本です。医療の充実に

つきましては、健康増進と地域医療を両輪に、

健康教育や各種健康診査・検診の拡充、医療体

制の充実に取り組んでまいります。 

 未就学児及び小・中学生の健全な発育を支援

し、次の世代を担うべき子供を産み育てやすい

社会環境を整備する必要があります。平成27年

度においては、重症化しやすいインフルエンザ

の予防接種への助成を行うとともに、これまで

実施してまいりました子育て支援医療給付事業

を拡充し、中学３年生までの入院、外来、歯科、

調剤、訪問看護の自己負担を完全無料化し、保

護者の経済的負担の軽減を図ってまいります。 

 20歳から39歳の若い世代を対象とした特定健

康診査の結果、メタボリックシンドローム、ま

たはその予備軍と判定された人は、受診者の４

人に１人となっており、生活習慣病が問題とな

っております。 

 健診の周知と受診者数の増加を図るため、対

象者全員に受診券を交付する特定健康診査独自

健診事業を実施し、健診受診者に対して、生活

習慣病の予防と早期発見、重症化予防のための

保健指導を行ってまいります。 

 高齢者を対象に安心できる生活のため肺炎球

菌ワクチン接種やインフルエンザの予防接種に

対して助成し、またひとり暮らし等の高齢者を

対象とした命のバトン－救急医療情報キット事

業の一層の活用、ミニデイサービス活動への支

援を進めてまいります。 

 （２）子育て、教育の充実。 
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 教育は国家百年の大計と言われ、山形県では、

「子育てするなら山形県」をスローガンに掲げ

ているように、人口減少対策とあわせて、安心

して産み育て、子供が健やかに成長できるまち

の実現は多くの市民が望んでいます。 

 子育て世代が安心して、子育てし、子供に寄

り添う環境を整えるため、出生児への育児支援

や子育て世代の経済負担軽減等に積極的に取り

組んでまいります。 

 平成27年度から子ども・子育て支援新制度が

始まります。幼児期の教育・保育及び地域の子

ども・子育て支援を総合的に推進するための制

度です。０歳から２歳児の保育の希望がふえて

いるため、平成27年度から市内全ての児童セン

ターで２歳児保育を実施してまいります。また、

新しい地域型保育事業等により、０歳児からの

保育サービスの確保に努めてまいります。 

 利用希望が急増している学童クラブについて

は、開所時間の延長を行うとともに、安全・安

心な利用のための計画的な施設整備並びに既存

の空き教室や空きスペースの利活用を図ってま

いります。 

 特に平野学童クラブは平野小学校教室を利用

していますが、学校運営上支障となっておりま

す。また、伊佐沢学童クラブにおいては、現在

利用している伊佐沢コミュニティセンターが手

狭で十分な受け入れができない状況です。平成

27年度は、学童クラブの利用待機児童が発生す

ることのないよう、この２つの学童クラブの整

備を進めてまいります。 

 子ども・子育て支援新制度については、従来

ばらばらに行われていた認定こども園、幼稚園、

保育所、小規模保育等に対する財政支援の仕組

みを共通化する、子供のための教育・保育給付

事業により、利用施設の充実を図ってまいりま

す。 

 また、他市と比較し、高額となっている本市

の認可保育所の保育料等を引き下げてまいりま

す。これにあわせて児童センター使用料につい

ても引き下げ、子育て世代の経済的負担軽減を

図ってまいります。認可外保育所入所児童への

支援としては、これまで多子世帯の児童の保護

者に対してのみ補助金を交付しておりましたが、

今までこれに該当しなかった第１子に対しても

補助を行い、保護者の経済的負担を軽減してま

いります。 

 児童が安全・安心に過ごし、地域住民等の参

画を得ながら多様な学習や体験・交流活動を行

う子供の居場所づくりが求められています。現

在、土曜らんどを開催し、多くの子供たちが参

加し、地域のボランティアの方々と交流を持ち

ながら、さまざまなことを教えてもらえる機会

となっております。 

 平成27年度においても、放課後子どもプラン

事業に取り組み、新たに平日にも体験活動がで

きる場の提供等を行ってまいります。また、学

習支援、学習環境整備、登下校安全指導、部活

動指導等において、地域ボランティア等の学校

外の力をおかりし、学校運営を充実させるため、

平成27年度においても南北両中学校及び致芳小

学校に地域コーディネーターをそれぞれ配置し

てまいります。 

 学校教育においては、小学校における英語教

育の一層の充実が必要となっていることから、

現在２名の外国語指導助手であるＡＬＴを１名

増員して３名体制とし、外国語教育の充実をさ

らに進め、児童期から英語に親しむ機会をふや

してまいります。 

 急速な情報化社会の進展により、さまざまな

メディアが普及しています。市内小・中学校に

教育用パソコン及び周辺機器を配備し、授業の

中で、児童生徒がパソコンやインターネットに

親しみ、操作や活用の方法を習得しながら、利

便性や危険性を学べるようにしてまいります。 

 また、電子黒板の機能を最大限に活用したわ

かりやすい授業を進めるため、順次デジタル教
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科書を配備する予定で、平成27年度は小学校の

教科書改訂に合わせて購入してまいります。 

 一方、昨年９月、全国ＷＥＢカウンセリング

協議会理事長・安川雅史氏によるアウトメディ

ア講演会「大人が知らない子どものインターネ

ット事情」が公益社団法人長井青年会議所の主

催で開催されました。インターネットでのコミ

ュニケーションのトラブルが命にかかわる問題

として、大人が子供の命を守るためにかかわら

なければならないことを教えていただいた貴重

な講演でした。 

 平成27年度において、保護者や教育関係者の

皆さんのご要望を受け、安川先生を再度お招き

してご講演いただくことになっており、子供た

ち自身がさらにアウトメディアを考える契機に

なるものと期待しています。 

 先ごろ開催されました長井市まちづくり少年

議会での意見にもありましたとおり、昨年、市

内中高生によるメディア会議を開催したり、生

徒会として決まりをつくったりするなど、児童

生徒みずからメディアとのかかわり方を真剣に

考える機会となっております。 

 メディア漬けによる生活リズムの乱れが生じ

ないように、幼稚園、保育園、小・中学校及び

ＰＴＡとの連携を図りながら、早寝・早起き・

朝ご飯等の生活リズムを大切にした児童生徒生

活リズム改善事業を引き続き実施してまいりま

す。 

 長井小学校第１校舎の耐震改修工事について

は、平成27年度は仮設管理棟を建築し、第１校

舎耐震改修工事実施設計を行い、平成28年度か

ら29年度の２カ年をかけて耐震化を図る予定で

す。 

 少子化や情報化が進む中、育児や子供の発達

に対しての悩みや不安を抱えている保護者が多

く、相談件数が増加しております。そのため臨

床心理士の配置により個別相談や具体的なアド

バイスを行う窓口を設置し、保護者の育児不安

を解消して、子育て支援の充実を図り、子供の

健全な発育・発達を促してまいります。 

 すみれ学園では、日常生活における基本動作

を習得し、集団生活に適応することができるよ

う、障がい児に対して個別指導等を行っていま

す。これまで週３日の利用としていましたが、

保護者の要望に応え、平日全ての日において利

用できるようサービスを拡充し、支援してまい

ります。 

 近年、偏った栄養摂取、朝食を欠食する等の

食生活の乱れ、並びに肥満・痩身傾向等、子供

たちの健康を取り巻く問題が深刻化しています。

子供たちが食に関する正しい知識と望ましい食

習慣を身につけることができるよう、学校にお

いても積極的に食育に取り組んでいくことが重

要となっています。学校における食育の生きた

教材となる学校給食の充実を図るため、より一

層の地場産物の活用や米飯給食の充実を進めて

まいります。 

 平成26年３月に長井市教育振興計画を策定し、

教育目標を「いのちを育み『長井の心』を未来

につなぐまち」と設定し、この計画の実現に向

けて施策を実施してきました。平成27年度にお

いても、引き続き長井の心推進事業を実践して

まいります。また、各校における伝承文化の継

承、ボランティア活動などの体験活動をもとに

長井の心を育む少年活動発表会を実施してまい

ります。 

 （３）心とからだの健康づくり。 

 子供から高齢者、初心者から上級者まで、誰

でも、いつでも、いつまでも、それぞれの目的

に応じてさまざまなスポーツに親しみながら、

健康づくりや仲間との触れ合いを深めることが

できる総合型地域スポーツクラブ・長井花のま

ちスポーツクラブが平成25年度に設立されまし

た。市民ひとり１スポーツを楽しむ元気なまち

をさらに実践し、クラブの会員拡大を図るため、

工夫を凝らした各種教室やイベントの開催、優
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秀な指導者の招聘等について支援してまいりま

す。 

 平成27年４月から供用開始する新しい陸上競

技場は、トラックは全天候型、フィールドは天

然芝で、日本陸上競技連盟の第３種公認競技場

の認定を受けることで、今まで長井市では開催

されなかった、より高いレベルの競技会を開催

できることとなりました。 

 平成27年度においては、この競技場のこけら

落とし事業を行い、今後、陸上競技各種大会の

開催や強化合宿に利用されるものと期待してお

ります。また、あやめ公園運動施設の整備、ス

キー場圧雪車の購入等スポーツ関連施設の充実

により、各種スポーツの競技力向上を図ってま

いります。 

 平成29年度にはインターハイ（全国高等学校

総合体育大会）が南東北地区で開催され、長井

市においては、女子ソフトボールが開催される

予定です。その会場となります、あやめ公園運

動施設の野球場は、国土交通省所管の補助事業

である公園施設長寿命化対策支援事業を活用し

て、平成27年度に工事着工の予定です。平成30

年度までにグラウンド、管理棟及び駐車場の整

備を進めてまいります。 

 毎年盛大に開催されます県内で唯一のフルマ

ラソン大会は、北は北海道から南は鹿児島県ま

での参加者があり、平成27年度は1,000人規模

の大会に向け、準備を進めております。同様に、

全国白つつじマラソン大会並びに山形県高等学

校駅伝競走大会、隔年で開催の東北高等学校駅

伝競走大会の開催を支援してまいります。 

 中高年の多くの方が、糖尿病、高血圧、脂質

異常症といった何らかの生活習慣病を持ち、そ

れが将来重大な健康障害になる可能性があると

言われています。これらの疾患について、早期

発見と早期治療は重要であり、予防、治療の基

本は食事です。 

 食生活改善推進員や運動普及推進員の協力を

得て、地域で健康づくりに関する正しい情報の

提供と実習等を通じて、健康の増進に取り組ん

でまいります。 

 また、健康な人をふやし、健康寿命の延伸を

目指すには、市民一人一人の健康意識をより高

めていく必要があります。医学、食事、運動に

ついての専門的知識を楽しく学ぶ「ながい健康

楽校」の研修事業を開催してまいります。 

 芸術・文化活動は、心の疲れを癒し、新たな

活力を生み出します。長井の芸術・文化活動は、

最上川舟運をきっかけに大きく花開き、自然、

歴史、人々の生活や生業によって形成された貴

重な文化的景観があります。この景観の調査を

継続し、シンポジウムの開催等の普及啓発事業

を行うとともに、保護してまいります。 

 また、国指定天然記念物の伊佐沢の久保桜や

草岡の大明神桜の貴重な古木について樹勢回復

と保護に努め、「ぼくらの文楽」やまちめぐり

美術館等市民団体で企画する文化芸術活動に対

して支援してまいります。 

 市民が高いレベルの芸術文化に触れ、心豊か

な生活が送れるよう芸術文化拠点施設等の環境

整備を検討し、芸術文化の振興に努めてまいり

ます。 

 また、長井に伝わる文化財や風習、生活様式

等を後世に伝えるため、文化財の再調査を行い、

刊行されてから約30年が経過した長井市史につ

いて、編さん事業を進めてまいります。 

 （４）子供と女性への支援、若者に夢と希望。 

 女性が働きやすく、若者に魅力ある長井をつ

くることで、女性や若者が定着し、子供たちが

地域に誇りを持てる、夢と希望を抱ける長井を

目指してまいります。 

 また、平成25年度から開始している特定不妊

治療費助成事業については、これまでの女性の

通常分の不妊治療に加え、男性の治療について

も助成し、治療を受けているご夫婦の経済的負

担を軽減する等、子供を産み育てやすい環境づ
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くりを行ってまいります。 

 子供が安心して遊べる屋内施設の設置の要望

が多いことから、市街地に子育て支援拠点施設

を含めた複合施設の整備について検討し、子供

の笑い声があふれるまちづくりを進めてまいり

ます。 

 また、地域の自然、歴史、文化、伝統行事、

産業といった教育資源を活用し、学校、家庭、

地域が一体となって、ふるさとに誇りを持ち、

心豊かでたくましい子供を育む長井の心を核と

した、ふるさと教育の充実を引き続き図ってま

いります。 

 豊富な社会・経済データと独自調査による多

彩な地域情報より全国813市区を多面的に紹介

する東洋経済新報社の東洋経済別冊都市データ

パック2014年度版が昨年出版されました。 

 その中で、本市は、30から40歳代女性の人口

に占める労働力人口の比率である労働力率が

88.3％で全国１位になりました。もともと本市

は、共働き世帯率が59.5％と高く、全国で２番

目に高い山形県の中でも上位に位置しておりま

す。また三世代同居家庭や１世帯当たりの世帯

人員が多いという特徴もあり、これらが高い労

働力率の背景にあると考えられます。 

 本市では、長井市第２次男女共同参画基本計

画を平成25年度に策定いたしました。おのおの

の希望に応じ、女性が職場、家庭、地域におい

て、個性と能力を十分に発揮できる、全ての女

性が輝く社会の実現を目指してまいります。 

 そのためには、妊娠期から子育て期までの切

れ目のない支援の強化が必要です。女性が活躍

できる企業を支援するとともに、出産・子育て、

介護等を経ても安心して働き続けられるため、

仕事と子育て等の両立支援並びに出産等を機に

一旦離職した女性の再就職の支援等に取り組ん

でまいります。 

 同時に、男性の働き方を見直し、家事、育児、

介護等の家庭生活における責任が女性に偏りが

ちな状況から、男女がともに担うよう、社会全

体で支えていく環境づくりを進めてまいります。 

 女性の社会参画を促し、多様な考え方を生か

す社会を築くため、本市でもさまざまな分野で

の男女の定数について均衡を図るためのポジテ

ィブ・アクション、男女共同参画に係る講座や

イベント展の開催等による啓発運動を推進して

まいります。 

 ２、にぎわいと働く場づくり戦略。 

 にぎわいと働く場づくり戦略は、市内の道路

や公共施設等の都市機能の整備により、西置賜

地域の中心市にふさわしいまちの顔（中心市街

地）を形成するとともに、長井の魅力を高め、

産業の連携や観光交流の拡大によって新たなに

ぎわいを生み出すものです。このにぎわいによ

って働く場づくりを創出し、地域経済の活性化

を図ってまいります。 

 平成27年度、次の３つのチャレンジにより、

具体的な施策を進めてまいります。 

 （１）中心市街地の活性化による新たな長井

の顔づくり。 

 市民が利用しやすく、まちの魅力を高める道

路や商業機能、公共的施設を市の中心エリアに

重点的に整備し、フラワー長井線や市営バス等

の公共交通網の充実を図ることで、にぎわいを

生み、利便性のあるコンパクトなまちづくりを

進め、都市機能を高めてまいります。 

 また、県の街路事業による安全安心な中心市

街地の形成と、市民が集える複合型公共施設等

の整備の検討を開始し、長井西置賜地域の中心

となる新たな長井の顔として中心市街地の活性

化を進めてまいります。 

 中心市街地活性化基本計画については、平成

27年度に国の認定を受けるべく準備を進めてお

ります。今後、さまざまな分野における課題を

市民各層、行政において抽出し、基本計画に反

映させながら、国の方針である「コンパクト・

プラス・ネットワーク」の考え方を踏まえ、そ
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の課題解決を図るため、中心市街地活性化推進

事業を進めてまいります。 

 都市交通の円滑化と安全安心な歩行空間の確

保、中心市街地の魅力あるまちづくりを実現す

るため、県の粡町成田線街路整備事業は必要不

可欠であると考えております。現在、用地の買

収や補償、移転工事等が行われ、事業が進んで

おりますが、引き続き事業の一層の推進と平成

29年度完成に向け、強く要望してまいります。 

 にぎわいを生み出すためには、商業の活力も

不可欠です。中心市街地においては、空き店舗

を利用して起業、創業する希望者のニーズに応

える支援制度を充実させ、市民のみならず、市

外、県外からの新規起業、創業を促し、商店街

に活力を波及させる必要があります。 

 平成27年度においても、市内の空き店舗等を

利用する場合に改装費及び賃借料の一部を補助

する地域商業活力向上事業を継続し、中心市街

地活性化基本計画による商店街振興とあわせて、

空き店舗の利活用と商店街のにぎわいづくりを

図ってまいります。 

 市内の都市公園は老朽化が著しく、公園とし

ての機能が低下しており、適切な対応が求めら

れています。平成24年度に策定した長井市公園

施設長寿命化計画に基づき、平成34年度までに、

これらの都市公園について、長寿命化のための

改修工事を行うこととしております。 

 平成27年度においては、あやめ公園や白つつ

じ公園で知られる松が池公園のフェンス更新、

公園の遊具更新等を実施してまいります。 

 本市では、国土交通省の認定を受けて、平成

24年から28年までの５年間、社会資本整備総合

交付金事業・都市再生整備計画事業を活用して

おり、道路、河川、公園の整備等ハード事業の

実施や、まちづくり活動等のソフト事業への支

援を行っております。 

 この都市再生整備計画事業の基幹事業である

仮称観光交流センターかわと道の駅は、先に申

し上げましたとおり、交流人口をまちなかに取

り込み、にぎわいを生み出す観光交流拠点施設

として位置づけております。その機能と特徴は、

まちなかへ人を誘導するための情報案内機能を

持ち、最上川舟運の港町としての歩みや水と深

いかかわりの中で生活してきた歴史と文化の紹

介、そして市民が気軽に立ち寄り、交流できる

ことです。 

 平成27年度は用地の取得と補償、解体工事の

ほか、建物本体の建築工事等に着手できるよう

進めてまいります。 

 今後、東北中央自動車道や新潟山形南部連絡

道路、国道287号の高速交通網等、そしてこれ

らを連結する道路網が整備される中で、人の流

れを地方の隅々まで行き渡らせるには道の駅は

重要な拠点になることから、広く周知するため

に、道の駅への登録を予定しております。 

 中心部と周辺部の交通の利便性を図り、コン

パクトなまちづくりと交通ネットワークを進め

るため、新しい市営バスが昨年７月に運行を開

始しました。これまでの３路線18便から、９路

線49便と大幅な増便を図り、市内のほとんどを

カバーし、利便性が高まったものと考えており

ます。 

 しかし、そのために高齢者にとって複雑で、

わかりにくいとのご意見や、新たな運行経路の

要請をいただいており、平成27年度には、さら

に検討し、よりよく、利用しやすい市営バスを

運行してまいります。 

 地域住民の日常生活に欠かせない交通手段と

して、その役割を担っている山形鉄道フラワー

長井線は、第三セクター鉄道として開業して27

年目を迎えました。これまで山形鉄道株式会社

による支出の削減や経営改善策を講じる一方で、

継続的な財政支援、関係自治体や民間団体で構

成されたフラワー長井線利用拡大協議会により、

利用拡大事業等を展開してきました。 

 しかし、近い将来には、老朽化による車両の
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更新も必要とされ、自立への道筋は依然険しい

と言わざるを得ません。山形鉄道フラワー長井

線は、高校生の通学や交通弱者の足であり、本

市のまちづくりを推進する上でかけがえのない

公共交通であります。存続するため、県及び沿

線2市2町であらゆる方法を検討してまいります。 

 昨年、沿線住民によるスマイルプロジェクト

実行委員会が立ち上がり、「フラワー長井線ス

マイルプロジェクト100」が行われました。長

井線を支援する緩やかで温かな輪が広がってお

り、今後ともマイレール意識の醸成に対し、支

援してまいります。 

 （２）ものづくり産業の振興と地域産業の支

援による働く場づくり。 

 地方の景気の動向が大変厳しいとされる中、

本市の経済や雇用を維持し、さらに発展してい

くには、商工会議所等を中心とした事業者との

連携を緊密に図り、企業の成長分野への進出支

援、農作物や地場産品のブランド化、交流人口

の増加等に向けた取り組みが求められています。 

 本市の地場産業にとって、新たな技術・製品

等、価格以外の強みを持つことが必要であり、

産業振興アドバイザーからの企業誘致情報の収

集や、東北地域に進出が進むトヨタ関連企業か

らの受注機会の創出を図ってまいります。 

 また、企業誘致、受注拡大等に資するネット

ワーク形成事業を実施し、最大の雇用の場であ

る製造業の量的確保と中小企業を中心とした市

内事業所の受注拡大を目指してまいります。 

 地域企業が、山形大学が持つ最先端の知識、

情報、技術を活用することにより、技術力と開

発力の向上を図り、新たな価値の創出を目指す

ため、地元長井工業高校とも連携しながら、

産・学・官・金融の連携を強化してまいります。 

 市内で取得する土地、建物、機械装置等の固

定資産に要する経費に対して一定の補助を行う

企業立地促進事業を継続するとともに、企業立

地に際して提供できる用地の把握や確保に努め、

本市への企業立地の促進を進めてまいります。 

 同時に、長井北工業団地の再整備を検討しな

がら、新たな企業の進出促進と誘致可能性のあ

る企業等への継続的な訪問活動を今後とも進め

てまいります。 

 また、新潟山形南部連絡道路の梨郷道路整備

に対応し、引き続き県への要望活動を進め、市

南部地域に飯豊、川西と連携した新たな産業団

地の造成を図り、今後、地方創生による企業立

地の受け皿として整備要望に努力してまいりま

す。 

 昨年８月には、長井商工会議所による「全国

馬肉サミットｉｎながい産業フェア2014」が開

催されました。その動きの中で、長井市雇用創

造協議会が地元飲食店等と協力して開発した馬

肉ラーメン肉まんが大変注目されています。現

在、市内４店舗で取り扱っておりますが、さま

ざまな馬肉関連商品を扱う飲食店、販売店を紹

介するパンフレットも作成されており、ご当地

キャラクターのバーニック・ナガイの活躍とと

もに、今後の販路拡大に期待したいと思います。 

 全国的な米余りの中、過去10年間で最も深刻

な供給過剰状態と言われ、平成26年度産の米価

下落は、稲作農家の経営悪化だけでなく、将来

の稲作農業に暗い影を落としました。国の農業

施策は、安定的で強い農業への転換に対する支

援へかじを切っています。 

 本市の農業においても、農地中間管理機構の

積極的な活用により、担い手への農地集積・集

約化を加速させ、農地の大区画化、規模拡大を

図るための基盤整備や大型機械化への支援、遊

休農地解消推進事業に取り組んでまいります。 

 一方で、６次産業化や高収益作物の栽培、農

産物のブランド化の取り組み等大規模化に適さ

ない、小規模でも高収益な農業を目指す取り組

みにも支援してまいります。 

 農作物の産地間競争が一層激化している中、

園芸作物レベルアップ支援事業や学校給食地産
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地消推進補助金等の農作物等ブランド化推進事

業、行者菜、桃等の重点作物の産地化を図るた

めの重点作物産地化推進事業を実施してまいり

ます。また、ここ数年の産地直売所、インター

ネットや通販等の個別販売の普及により生産者

と消費者の距離が一層縮まっています。 

 本市においても、市民直売所「おらんだ市場

菜なポート」、伊佐沢共同直売所、ＪＡおきた

ま長井愛菜館のほか、個人経営の直売所も多く、

消費者との直接取引も活発に行われております。 

 安全・安心、地産地消、顔の見える農産物、

その場に行かないと食べられない農産物、特色

ある農産物に対する取り組みに支援するととも

に、地場産品の首都圏、海外等への販路拡大を

目指してまいります。 

 馬のかみしめや花づくり大根等の伝統野菜は、

地域のシンボル、地域の宝であり、全国の人々

に長井の魅力と価値を発信することによって、

長井を知ってもらい、長井へ来てもらい、地域

との交流をつくり出すことができます。これら

の伝統野菜が持つ魅力や役割を十分に発揮・展

開するため、種子の保存も含めて生産基盤を充

実させるとともに、それぞれの伝統野菜に応じ

た流通の確立、消費の拡大を進めてまいります。 

 そのほか、国や県の事業である、環境保全型

農業直接支払い事業や多面的機能支払交付金事

業に取り組むとともに、農業後継者の支援策と

して青年就農給付金事業や認定新規就農者認定

等実施事業、経営改善計画認定事業等にも取り

組んでまいります。 

 （３）観光交流の拡大によるにぎわいと多様

な働く場づくりの創出。 

 長井の魅力を生かした観光と交流の促進を図

るため、平成24年度に策定しました観光振興計

画のポイントは、まちなかをのんびり歩いて、

商店で買い物をしたり、飲食して、消費を喚起

し経済を活性化することです。そのためには、

お客様が回遊する、まちなかに誘導するきっか

けとして「へそ」、つまり玄関口が必要で、そ

れが仮称観光交流センターかわと道の駅であり、

これを起点に、最上川舟運文化を生かした物語

観光による観光交流客の増大を図り、さらには

農業、食品加工業等の産業振興拠点としても活

用を図ってまいります。このことにより、多様

な雇用の機会創出も可能であると考えておりま

す。 

 観光振興計画のアクションプランの主要事業

である観光地域づくりプラットホームを平成28

年度に設立するため、今後、組織づくりと事業

企画を進め、平成27年度には総務省事業を活用

したアドバイザーを招聘して、一層の事業推進

を図ってまいります。 

 観光地域づくりプラットホームは、市民、民

間企業、観光関連団体、行政等、多くの組織や

市民が役割を担い、互いにかかわりながら観光

を進めるものです。長井商工会議所では、馬肉

と行者菜と米粉の新商品開発と、まち歩き観光

等の地域産業資源を活用した事業を実施してき

ました。 

 観光地域づくりプラットホームへのスムーズ

な組織化、事業化につなげるべく、引き続き、

地域資源の活用や農商工連携等の新事業を目指

しており、その取り組みに対して地域ブランド

創出事業で支援してまいります。 

 また、観光地域づくりプラットホームの前段

として、観光事業と物産事業を連結し、組織体

制を強化するため、地場産業振興センターと観

光協会の事務部門の統合を目指し、物産販売や

体験型観光も含め、総合的な観光事業を展開す

る体制づくりを進めてまいります。 

 観光は、人口減少で縮小する消費を埋める経

済効果が期待できる産業であり、観光振興は重

要な施策と考えます。本市の観光は、これまで

桜、つつじ、あやめ・はぎの花観光を基本に、

祭り・イベント観光を開催することで誘客を図

ってきました。今後は、花やイベントを着地型
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観光に結びつけた、まち歩き観光、教育旅行や

グリーンツーリズム等とタイアップした体験型

メニューの企画、ガイドブック等による情報発

信を行ってまいります。 

 また、置賜さくら回廊のように隣接地域との

広域連携型観光をさらに進めるとともに、県が

推進する台湾を初めとするインバウンドといわ

れる海外からの旅行者への事業の推進について

も検討してまいります。 

 昨年６月から９月にかけて、「山形日和」を

キャッチコピーとした山形デスティネーション

キャンペーンが展開され、山の港町として、長

井の魅力を全国に発信しました。また、この山

形デスティネーションキャンペーンを機に市民

の受け入れ態勢の重要性が認識され、市民一人

一人が行うおもてなしの態勢づくりを進める機

運が高まっております。 

 このキャンペーンで築いた体制をさらに推進

し、長井市の印象を定着させるためには、アフ

ターデスティネーションキャンペーンの取り組

みが非常に重要であり、ＪＲの特別重点販売区

域指定を受けながら、県全体の取り組みに参加

するほか、長井市のまちなか観光を定着させ、

山の港町をさらにＰＲしてまいります。 

 本市は、花いっぱい運動等を通して、「花の

長井」のまちづくりを進めてきました。昨年、

花のまちイメージアップとオープンガーデンの

普及と技術の向上を図るため、ジャパン・ガー

デン・デザイナーズ協会理事の玉崎弘志先生の

指導のもと、商店街でのガーデニング技術講習

及びフラワー長井線時庭駅と羽前成田駅での英

国王立園芸協会日本支部の主催によるガーデニ

ングマスター合宿が開催されました。 

 平成27年度においてもガーデニングによる花

のまちづくりを推進するほか、花いっぱいコン

クールの開催やガーデニングマスター合宿の開

催招致を進め、花によるまちづくりを推進して

まいります。 

 本市の特産である「けん玉」がストリート系

スポーツとして世界的にブームとなり、今後も

続くものと期待できます。まちおこしにつなげ

る取り組みとして、平成26年度プロジェクトを

立ち上げ、まちなかでけん玉に触れ合える広場

の設置やイベントでの紹介、プレーヤーを増や

す取り組みを実施してきました。 

 平成27年度においては、けん玉のふる里プロ

ジェクト事業として、プレイスポット「けん玉

広場」を駅前に開設して誘客を図るとともに、

けん玉ペイント体験を定着させた、まち歩き観

光につなげてまいります。また、市民メンバー

で構成する、けん玉レジェンドの協力をいただ

きながら、長井のけん玉のＰＲを図ってまいり

ます。 

 都会からの移住・定住の推進、教育旅行等に

よる交流人口の増大を図るため、東京都大田区

蒲田に開設した長井市東京事務所の機能を生か

してまいります。定住人口アップにつなげるた

めの雇用を生む地域産業への支援の他、安全・

安心な暮らしといったハード面とソフト面での

充実による、まちの魅力につなげ、いかに存在

感や独自性を発揮し、選ばれる自治体を目指す

か、知恵と工夫が求められていると考えており

ます。 

 Ｕ・Ｉ・Ｊターン等の移住や定住を促進する

ため、定住促進補助事業による住宅取得の支援

の他、住宅の新築や増改築、耐震改修、リフォ

ームに対する支援等の定住促進・住環境改善支

援事業を平成27年度においても継続してまいり

ます。同時に、空き家を利活用するための情報

提供等を行う空き家バンクを設置してまいりま

す。 

 昨年、台町地内に全30区画の分譲住宅団地

「花咲きタウンみずはの郷」を造成しました。

市街地で消雪道路も備えた良好な環境であり、

若い世代も購入しやすい価格設定としたことか

ら、全30区画の内、既に28区画が販売済みとな
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っております。 

 平成27年度においては、独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構から譲り受けた旧雇

用促進住宅を活用して、子育て世代の定住や外

部からの移住促進を進めてまいります。 

 移住体験ハウスの貸し出し、ポータルサイト

による移住情報の発信、移住交流用ガイドブッ

クの発行、さらには就業支援等の移住者支援策

により移住者のニーズに対応できるようにして

まいります。 

 移住を促進するには、長井の認知度が低い状

況ではその効果は望めないと考えております。

そのため、長井市の地域資源を最大限活用しな

がら、まちの魅力を高めていくことや戦略的な

情報発信が必要です。 

 平成26年度から実施しているシティプロモー

ション事業では、外部専門家の活用、地域おこ

し協力隊の採用、長井市東京事務所の活用等に

取り組み、まちの認知度とイメージを向上させ、

交流人口の拡大から定住人口の増加につなげて

まいります。 

 地域おこし協力隊については、平成26年度、

５名の隊員が着任し、地域を変える力となって

います。今後も、地域外の人材を積極的に受け

入れ、その定住・定着を図り、地域力の強化を

図ってまいります。 

 企業にとって必要な人材の雇用促進を図るた

め、長井市雇用創造協議会が主催するセミナー

を受講した求職者を雇用した事業主に対して交

付される雇用奨励金を活用し、雇用の促進と安

定を図る雇用対策事業を継続実施してまいりま

す。その上で、長井市地域雇用創造計画に基づ

き、平成27年度末までに136名の雇用創出を目

指してまいります。 

 ３、活発な地域づくり戦略。 

 活発な地域づくり戦略は、市民と行政の協働

による地域づくりの活性化や防災体制の充実を

目指すとともに、老朽化が進む公共施設等の整

備を進めるものです。将来にわたって地域のき

ずなやつながりを大切にしながら、市民がふる

さとに誇りを持ち安心して暮らせるまちをつく

ってまいります。 

 平成27年度、次の３つのチャレンジにより、

具体的な施策を進めてまいります。 

 （１）安全安心な防災体制の充実と地域づく

り活動支援。 

 地震や風水害等の災害に強い安全な地域社会

づくりを進め、市民の生命と財産を保護するこ

とが、まちづくりの基本であります。 

 東日本大震災から得た教訓を生かして、長井

市地域防災計画に則した地域力を向上させる取

り組みをより強化する必要があります。このた

め、防災関係組織との連携をさらに緊密にしな

がら、地域防災を支える人材を育成し、ソフト

面での防災対策の強化に取り組んでまいります。 

 また、ハード面では、地域の災害時の活動拠

点となる公共施設等の耐震化に積極的に取り組

み、災害に強いまちづくりを進めてまいります。 

 住民の防災に対する意識の高揚と、防災関係

機関や地域の連携確認のため、毎年開催してい

る総合防災訓練を平成27年度においては、豊田

地区で実施します。あわせてハザードマップ等

を再整備し、避難所の見直しや危険な河川、道

路等の整備を早急に実施してまいります。 

 また、豪雨災害等により開設する避難所にお

いては、いつでも受け入れ対応可能とするよう

計画的に食糧、物資、資機材を備蓄購入するこ

とにより防災体制の充実、避難所機能の強化を

図ってまいります。 

 公共施設の耐震補強工事を計画的に順次施行

するとともに、家屋の耐震対策や耐震工事等に

対しての支援を行ってまいります。 

 ライフラインである上水道施設配水管や配水

地等において、耐震性能が低く、老朽化が進ん

でいる箇所については、安定した給水のため順

次計画的に更新、耐震工事を実施してまいりま
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す。 

 地域の防災拠点や災害時の地域住民や避難者

の臨時的な生活の場となる公共施設等において、

再生可能エネルギー等を導入する事業が、平成

27年度までの事業期間で進められています。 

 平成25年度には長井小学校体育館、平成26年

度は生涯学習プラザ運動公園において、太陽光

発電施設と照明灯を導入しており、平成27年度

においては、市内の指定避難所にも設置してま

いります。 

 災害時には、県や市、消防本部等の防災関係

機関による救出や救助活動等の公助や市民一人

ひとりが自分の命を守る自助のほか、地域住民

が自分たちの地域は自分たちで守る考えで防災

活動に取り組む共助が重要です。 

 この共助として、自主防災組織や地域を守る

消防団があります。自主防災組織は市内の多く

の地域で設立され、地域防災力を高めるために

避難訓練等実践的な活動を行っております。災

害時要援護者避難支援制度の普及と地域ぐるみ

の助け合いを進めるとともに、それらの活動に

対し、支援してまいります。 

 地域を守る消防団が火災や水害の際に機敏に

出動体制を整え、十分な機動力と性能を確保す

るために必要な防災体制の充実を図ってまいり

ます。 

 平成27年度においては、小型動力ポンプの搬

送や水害時の土のうの運搬に必要な軽トラック

型積載車の更新、これに伴う消防ポンプ庫の建

設、小型動力ポンプとその積載車の更新、ホー

ス乾燥タワーの設置、その他消防団員の報酬の

見直し、消防団幹部の夏制服及び制帽を更新し

てまいります。 

 安全で明るい地域づくりの推進のため、防犯

灯のＬＥＤ化を進めてまいります。平成25年度

から電源立地地域対策交付金を財源として、既

存の防犯灯からＬＥＤ防犯灯へ交換する工事を

実施し、これまで1,500基を交換しました。平

成27年度も500基交換し、節電効果による温室

効果ガスの削減、維持管理費のコスト削減、さ

らには高照度、長寿命による防犯環境の向上を

図ってまいります。 

 消費者行政の分野におきましては、地域の

方々や関係者の皆様と連携を深めながら、引き

続き市民相談センター内に消費生活専門相談員

を配置し、悪徳商法の排除等消費生活対策事業

とともに、自立した賢い消費者の育成を目指し

て、積極的に取り組んでまいります。 

 自治公民館や地区公民館を拠点とした活発な

地域づくりの基本は、地域住民による住民主導

型の地域運営であると考えております。そのた

めには、各地区の特性や地区全体の課題を確認

し、その解決のための人材育成や事業の展開方

策を地域において共有する地域づくり計画の策

定が望まれます。 

 平成26年度には平野地区において地域づくり

計画が策定され、地区公民館の新たな指定管理

期間の初年度となる平成27年度においても、引

き続き公民館を拠点とした地域づくり計画の策

定と実践に取り組む地区に対して、主事を増員

する人的支援等を行ってまいります。 

 将来は地区公民館を社会教育の枠を超えて地

域課題に自立的に取り組むコミュニティセンタ

ーに発展することを期待します。 

 地域づくり活動において、ボランティア団体

等との協働は欠かせません。活発な市民活動を

支援するため、公共的な役割を担っているボラ

ンティア団体やＮＰＯ法人等に対し、地域福祉

基金や心のまちづくり基金等を活用した助成事

業を実施してまいります。また、社会福祉協議

会が運営する福祉ボランティアの総合支援拠

点・長井市ボランティアセンターと連携してま

いります。 

 市がハード面を整備し、第三セクターの日

本・アルカディア・ネットワーク、愛称ＪＡＮ

に運営委託した、コミュニティＦＭ局「エフエ



 

―３４― 

ムい～じゃんおらんだラジオ」が11月に開局し

ました。災害時の緊急情報の発信に加え、市民

がいつでも地域情報や行政情報を利活用でき、

地域コミュニティの活性化を図れるものとして

大変有効と考えております。 

 これまで、500名弱の市民の皆様にご出演い

ただき、暮らしや催しの情報を発信していただ

きました。今後とも、より暮らしに直結した身

近な情報を発信してまいります。また、今後、

受信機器を地区長に配付するとともに、その普

及に取り組んでまいります。 

 （２）置賜自給圏構想の理念を生かした「と

もに」のまちづくり。 

 置賜地域を一つの自給圏として捉え、圏外へ

の依存度を減らし、圏内に豊富に存在する地域

資源を利用、代替することによって地域に産業

を興し、雇用を生み、富の流出を防ぐ、このよ

うな経済の好循環を生み出すという、新たな視

点に立った地域づくりを検討するために、一般

社団法人置賜自給圏推進機構が昨年８月に設立

されました。 

 本市は、地域循環や地産地消等の循環を基調

としたレインボープランの理念をまちづくりの

基本理念の一つに据え、農・商・工連携のもと、

市民と「ともに」のまちづくりを進めてきまし

た。 

 この動きをさらに加速し、置賜自給圏構想を

推進する都市として、再生可能エネルギーの開

発を推進し、森林資源の活用や食と農の持続的

連携を図り、食料とエネルギーの自給率向上を

目指してまいります。 

 温室効果ガス排出量を縮減して地球環境を保

全し、エネルギーを安定供給する社会を目指し

て、再生可能エネルギーの導入をより積極的に

進める必要があります。その設備を導入する個

人、事業所に対する補助事業を引き続き実施し

て長井の再生可能エネルギーの活用促進を進め

てまいります。 

 （３）さらに財政力を高め、温かで信頼され

る市役所づくり。 

 本市で取り組んできたさまざまな財政再建策

により、財政面でも改善の兆しがようやくあら

われてまいりましたが、地球規模の気象変動に

伴う災害対策や除排雪経費の増大等新たな課題

も発生しており、さらなる財政の健全化に努め

なければなりません。 

 今後の財政状況を展望すると、歳入において

は、アベノミクス効果が徐々に地方にも波及し

てくると期待されるものの、消費増税に伴う影

響や原材料費の高騰による製造業の利益の伸び

悩み等、また税収の横ばいあるいは減収傾向が

続くと見込まれ、地方交付税の不安定さも懸念

されます。 

 歳出においては、扶助費や公共施設等の維持

更新による投資的経費の増加が懸念されます。

しかし、対策が後回しになってきた公共施設等

の老朽化は深刻な問題となっており、市民各方

面での協議に基づき、長寿命化、改築、廃止等

を決定し、計画的な公共施設整備を図ってまい

ります。 

 正規職員の大量退職が続いている中で、行政

課題は年々多様化し、その業務量、質ともに増

大しています。そうした行政課題に機敏に対応

し、市民サービスの充実を図るためには、職員

一人ひとりのスキルを向上させ、その能力をフ

ルに発揮できる環境を整えていくことが必要で

す。質の高い行政サービスを提供するべく、み

ずからが行動し、果敢にチャレンジする職員を

育成し、資質の向上に努めてまいります。 

 本市の組織機構については、過去に大課制や

部制、課・室制を導入するなど、その時々の行

政需要に対応するため組織機構を変容してきま

した。第５次総合計画を効果的に推進し、地方

創生の実現に向けた、地方人口ビジョンと地方

版総合戦略を実現するためには、掲げられた戦

略を部門内のみならず、部門を超えて横断的に
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連携をとりながら取り組む必要があります。 

 多様化、複雑化する行政需要に的確に対応し、

より効果的かつ効率的な組織となるため、平成

27年度において組織見直しを行ってまいります。 

 市役所を市民の希望に応え、信頼されるよう、

暖かくて機能的な組織に改組し、市民のための

幸せ応援団として、さらなる改革を進めてまい

ります。 

 平成27年度予算について。 

 次に、平成27年度予算案の概要につきまして

ご説明申し上げます。 

 本市財政は、制度改正が予定されている介護

保険や子育て施策等を初めとする社会保障給付

関係経費の増嵩、都市基盤整備、老朽化した公

共施設への対応等多額の財政需要が想定される

中で、市税を初めとする一般財源の増加が見込

めないことから、引き続き慎重な財政運営が必

要不可欠となっています。 

 一方で、平成27年度は、第５次総合計画の２

年目に当たり、前期実施計画に位置づけられた

事業について、その進捗状況や課題等を確認し

ながら目標達成に向けた取り組みの着実な推進

を図ることが求められています。 

 こうした状況を踏まえ、国の地方創生に対応

し、平成27年度を長井創生元年と捉え、当初予

算の編成に当たっては、選択と集中による施策

の展開を図りました。 

 それでは、一般会計からご説明いたします。 

 平成27年度長井市一般会計当初予算につきま

しては、132億5,400万円と前年度比13億6,508

万4,000円、11.5％の大幅な増となりましたが、

平成26年度は補助分の普通建設事業の大半を前

年度の３月補正予算に前倒していたこと等から、

当初予算対比では大幅な増となったものです。 

 歳入につきましては、税制改正や評価がえに

伴う法人市民税や固定資産税等への影響を考慮

し、市税を大幅な減収とするとともに、その他

の歳入につきましては、国の地方財政計画等を

参考に見込み計上しています。 

 なお、市税及び地方交付税については、平成

27年度に制度改正や算定方法等の見直しが行わ

れるため、当初予算では、ある程度堅実な予算

計上としたこと等もあり、財政調整基金繰入金

４億2,900万円を計上しています。 

 歳出につきましては、普通建設事業費で前年

度比67.7％増の17億6,862万2,000円の計上や人

件費、扶助費、公債費、物件費、補助費等、積

立金の増などが主な特徴となっております。 

 また、第５次総合計画の重点施策に関する事

業として46事業で８億167万9,000円を計上いた

しております。 

 全体として、引き続き財政規律の保持に努め

ながらも、子育て支援や市民生活の安全・安心、

地域経済の活性化等を図る予算措置といたしま

した。 

 次に、特別会計についてご説明いたします。 

 国民健康保険特別会計は、前年度比２億

5,234万円、9.1％増の30億2,934万円、公共下

水道事業特別会計は6,526万7,000円、5.5％減

の11億2,048万6,000円、山形鉄道運営助成事業

特別会計は10万1,000円、0.1％減の１億2,008

万4,000円、農業集落排水事業特別会計は485万

9,000円、3.2％増の１億5,470万7,000円、訪問

看護事業特別会計は96万5,000円、4.2％増の

2,400万9,000円、介護保険特別会計は１億

1,471万6,000円、 4.0％増の29億6,315万円、

浄化槽事業特別会計は8,885万2,000円、

162.0％増の１億4,369万1,000円、後期高齢者

医療特別会計は10万円減の２億9,840万円、宅

地開発事業特別会計は3,749万6,000円、71.2％

減の1,516万円を計上いたしました。 

 以上により、平成27年度の９特別会計の合計

額は、対前年度比３億5,876万8,000円、4.8％

増の78億6,902万7,000円となりました。 

 以上が平成27年度当初予算の概要でございま

すが、各予算の詳細につきましては、議事日程
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に従い、後日、関係課長から説明いたしますの

で、よろしくご審査賜りますようお願い申し上

げます。 

 結び。昨年５月に発表された日本創成会議・

人口減少問題検討分科会の報告（通称増田レポ

ート）は、各方面で大きな波紋を呼びました。

特に「消滅可能性都市896リスト」は、多くの

地方自治体で人口減少問題を議会で取り上げる

契機となり、強い危機感とともに消滅自治体と

名指しされた多くの関係者からの反発があった

のも事実です。 

 長井市は、このリストには入っていない県内

の数少ない市町村の一つですが、私は、増田レ

ポートの受けとめ方に市民の皆さんの間でも大

きな差があることを昨年の市長選挙戦を通じて

感じておりました。このレポートは、このまま

人口減少が進めば、地域は崩壊し、自治体が消

滅するおそれがある。この状況を放置せず、防

ぐための対策を急ぐべきであるという提言であ

ったはずです。しかし、市民の皆さんを含め、

国民、世論の一部には、あたかもこれは避けら

れない現実であり、どうしようもないという諦

めに傾き、それを受け入れるための準備をとい

う風潮があるようにも思えます。 

 また、戦後、日本の総人口は、10年前までは

増加を続けていたにもかかわらず、地方小都市

の人口は、既に60年前から減少を続けており、

私たち長井市を初め地方自治体は、人口減少を

食いとめるため、雇用創出を図る企業誘致など

の産業振興策や子育て支援策等で、地域にとど

まり、安心して産み育てられる施策の充実に全

力を尽くしてきました。 

 しかし、この間の社会、経済の変化は、地方

小都市の努力では到底解決できない構造的な問

題があり、これまでの諸政策の変更や修正が求

められているのだと考えております。さらには、

４年前の東日本大震災以降、私たち日本人は、

改めて経済的な豊かさだけが幸福の基準ではな

いことに気づき始めました。子供たちの健康や

教育の質、家族や地域とのきずな、心豊かに生

きる意義など、幸せの価値観が大きく変わりつ

つあります。 

 一方で、安倍政権は、まち・ひと・しごと創

生法と改正地域再生法の２法を成立させ、今後

５年間にわたる長期ビジョン、総合戦略を閣議

決定しました。地方創生関連予算は、平成26年

度補正で4,200億円、27年度では１兆3,991億円

と破格の予算措置をし、内閣官房の創生本部と

内閣府の地方創生推進室が一体的に動く執行部

体制が確立しました。 

 いよいよ私たち地方自治体は、国から独自の

地方創生戦略を求められ、大きな役割と責任が

発生していると考えられます。それは、支援の

多くが自治体への交付金と補助金で成り、市町

村の総合戦略にかかわってくるからです。積極

的に手を挙げた自治体のみが支援され、さらに

国の選択と集中の方針から地域間競争と差別化

の流れが一層大きくなり、以前にも増して市町

村の危機感や地域経営能力が問われると言われ

ています。 

 ボールは地方に投げられたのです。今、私た

ち政治や行政に携わる者は、これら課題を再検

証し、市民の皆さんとの真摯な議論を重ねなが

ら、重大な岐路に立つ日本と、その中で自立す

る地方小都市として、未来への責任を果たさな

ければなりません。 

 ことしで11回となる長井市まちづくり少年議

会が先月開催され、13名の少年議員から、まち

づくりへのユニークで建設的な意見や若者らし

い感性に満ちたご提言をいただきました。中高

生の生まれ育った長井への愛着と政治と生活を

考えようとする姿勢、文章化し、議場で発表す

る姿を頼もしく、うれしく思いました。長井の

未来を担う若い人材は確実に育っていると実感

し、少年議員の真摯な思いをしっかり受けとめ、

これからの市政運営、長井創生に生かしていく
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決意です。 

 長井市第５次総合計画は、市制施行60周年の

記念すべき年にスタートすることができました。

このたびの総合計画は、市民アンケートや各３

回の地区説明会の実施、山形大学との連携等、

かつてない手法を駆使し、議会や市民、各団体

等との議論を重ねて策定されました。そして、

この総合計画は、国の地方創生「総合戦略」と

その根幹の部分で重なる、すぐれた計画である

と思います。 

 ただし、３つの重点戦略の一つ、働く場とに

ぎわいづくり戦略の中心となる施策は、コンパ

クトなまちの姿を生かしたネットワーク化を図

り、中心市街地のにぎわいづくりと周辺５地区

の小さな拠点づくりを進め、多様な雇用、就労、

くらしの場をつくる集中と選択という発想です。 

 私たち長井市において、地方創生の総合戦略

で議論されている集中と選択が地域の切り捨て

につながるものではありません。若者や女性に

魅力ある都市機能の整備充実を図ることが、周

辺５地区の暮らしやすさ、活発な地域づくりに

結びつくと考えております。 

 先日、第４回長井市振興審議会が開催されま

した。会長の山形大学人文学部長の北川先生は、

挨拶の中で、日本の若者の東京一極集中に触れ

られ、ヨーロッパ諸国では必ずしも日本のよう

な現象はなく、40年前から大都市への集中を抑

えて農村への田園回帰が進んでいるとおっしゃ

っていました。 

 私たちは、第５次総合計画の基本理念として、

北川先生の提唱する新しいローカリズムとレイ

ンボープラン「循環の理念」をその中枢に据え、

地域資源を生かし、市民とともに協働のまちづ

くりを進めていくことをこの総合計画にうたい

ました。 

 その精神は、集中と選択、グローバリズムだ

けではない、多様性の共生、ローカリズムをも

共存する、しなやかなまちづくりにあります。

30年後の長井の未来に思いをはせながら、都市

機能とにぎわいのある中心市街地、そして美し

く穏やかで安らぎある周辺地域の農村景観をつ

くっていくことを目指し、その基礎づくりに努

力したいと思います。 

 長井の心をみずからの心として、私たち長井

市民はお互いを尊重し、お互いを支え合い、

「みんなでつくるしあわせに暮らせるまち長

井」を目指し、ともに歩んでまいりましょう。 

 市議会議員の皆様、そして市民の皆様の深い

ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げ、

平成27年度の施政方針とさせていただきます。 

 長時間、ご清聴、まことにありがとうござい

ました。 

○小関勝助議長 施政方針に関する説明が終わり

ました。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は午後１時

といたします。 

 

 

   午前１１時４２分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○小関勝助議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 なお、大沼 久議員から早退をさせてほしい

旨の申し出があり、許可いたしましたので、ご

報告いたします。 

 また、山形新聞社記者から、今定例会中のパ

ソコン、カメラ、録音機の使用について申請が

あり、許可いたしましたので、ご報告いたしま

す。 
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